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１．市税税率の変遷

市
個

人 ２０

民
１００

税
法

人 ９.７
１００

２
１００

４
１００

１.４
１００

０.２
１００

○原動機付 ○原動付自転車 ○原動機付自転車 ○原動機付自転車

　自転車 　５０cc以下

　５０cc以下

　９０cc以下

　９０cc以下 ○軽自動車・ ○軽自動車・

　９０cc超 　　小型特殊自動車 　　小型特殊自動車

　９０cc超 　イ.　軽自動車 　イ.　軽自動車

○軽自動車 　　　二　　　輪

○軽自動車 　二輪

　　　三　　　輪

○二輪小型 　三輪

　自動車 　　　四輪貨物 　ロ. 小型特殊自動車

　四輪貨物

　　　四輪乗用

　四輪乗用 ○二輪の小型自動車

　ロ.　小型特殊自動車

○二輪の 　　　農耕作業者

○二輪の小型自動車

１１ １２ １３.４ １５
１００ １００ １００ １００

１０ ９ ８ ７
１００ １００ １００ １００

１
１００

３
１００

同　　左 同　　左 同　　左 同　　左

同　　左 同　　左 同　　左 同　　左

同　　左 同　　左 同　　左 同　　左

同　　左 同　　左 同　　左 同　　左

同　　左

同　　左 同　　左

同　　左

１,０００

１,５００

２,０００

８００

２,５００

３,０００

同　　左

同　　左 同　　左 同　　左

県民税

市民税
と併課

２,５００

固 定 資 産 税

都 市 計 画 税

軽 自 動 車 税 （ 円 ）

１００

８００

８

３４～３５

５００

３６

同　　左

同　　左

同　　左

６００

５００

２,４００

１００

３７

同　　左

同　　左

同　　左

※別表

準拠税率

１,５００

３８

同　　左

※別表

準拠税率

　５０cc以下　　５００

　９０cc以下　　８００

　９０cc超　　１,０００

150万円以下

150万円超

５０cc以下 　　５００

９０cc以下 　　８００

９０cc超　 　１,０００

　二　　  輪　１,５００

同　　左

同　　左

３９

同　　左

※別表

準拠税率

２,５００

２,０００

同　　左

同　　左

　三　　  輪　２,０００

  四輪貨物　２,５００

電 気 ガ ス 税

      そ の 他　　　３,０００

２,５００

  四輪乗用　３,０００

　　　農耕作業用　１,０００

同　　左

鉱 産 税

商 品 切 手 発 行 税

同　　左

　　小型自動車

２,５００

２,５００

３,０００

１,０００

１,５００

１,０００

　　税目

年度　　

同　　左

市 た ば こ 消 費 税

均等割（円）

所　得　割

均等割（円）

法人税割

均等割（円）

所　得　割
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１．市税税率の変遷（続）

個

市 人

　資本金等

民 　１千万円以下
法

　１千万円超

税 人

１０.７ １３.７
１００ １００

２
１００

４
１００

１.４
１００

０.２
１００

○原動機付自転車

○軽自動車・

　　小型特殊自動車

 イ.　軽自動車

 ロ. 小型特殊自動車

○二輪の小型自動車

１８.１
１００

６ ５
１００ １００

７ ６ ５
１００ １００ １００

４ ３
１００ １００

１ 　S46.3.29
１００

３
１００

１.４
１００

３
１００

新増設分

資 産 割

従業者割 ０.２５
１００

同　左 同　左 同　左 同　左

同　左

同　左 同　左

同　左 同　左 同　左 同　左

同　左

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左

同　左 同　左 同　左 同　左

同　左 同　左 同　左 同　左

同　左
保有分

取得分

削除　　

同　左

３００円

５,０００円

商 品 切 手 発 行 税

電気税

ガス税

４０ 同　左 同　左 同　左 １００

同　　左

特 別 土 地 保 有 税

入 湯 税 （ 円 ）

事 業 所 税

電気税

ガス税

２０
（４５年度から）

同　左

鉱 産 税

同　左

５０

同　左

※別表

標準税率

同　左

同　左

同　左

４９

同　左

150万円以下

150万円超
同　左 同　左

※別表

標準税率

※別表

標準税率

同　左

同　左

　　税目

年度　　

同　左

市 た ば こ 消 費 税

均等割（円）

所　得　割

均等割（円）

法人税割

均等割（円）

所　得　割

同　　左
　二　　  輪　１,５００

  四輪貨物　２,５００

電 気 ガ ス 税

  四輪乗用　４,５００

      そ の 他　　　３,０００

２,５００

同　　左 同　　左 同　　左

※別表

標準税率

同　左

同　左

同　左

同　左

４８

同　左

※別表

標準税率

４７

同　左

※別表

標準税率

４５

９０cc超　 　１,０００

４６

同　左

同　左

同　左

６００

１００

２,４００　

４,０００　

県民税

市民税
と併課

　　　農耕作業用　１,０００

固 定 資 産 税

都 市 計 画 税

軽 自 動 車 税 （ 円 ）

５０cc以下 　　５００

９０cc以下 　　８００

　三　　  輪　２,０００
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１．市税税率の変遷（続）

個

人

市

従業者数 税　　率

資 本 等 の 金 額 １００人超 年間　１,０００,０００

５０億円超 １００人以下 １３４,０００

法 資 本 等 の 金 額 １００人超 ５６０,０００

民 ５０億円以下１０億円超 １００人以下 １３４,０００

資 本 等 の 金 額 １００人超 １３４,０００

１０億円以下１億円超 １００人以下 ４０,０００

資 本 等 の 金 額

１億円以下１千万円超

人 資 本 等 の 金 額 当分の間　８,０００

税 １千万円以下 （本則　１３,０００）

１３.７ １３.９
 １００  １００

２
１００

４
１００

○原動機付自転車

５０cc以下 　 ７５０

９０cc以下 １,１００

９０cc超 １,４５０

○軽自動車

二　　  輪 ２,０００

三　　  輪 ２,８５０

四輪以上

営業用 ５,２００

自家用 ６,５００

営業用 ２,９００

自家用 ３,６５０

○小型特殊自動車

農耕作業 １,４５０

その他 ４,３００

○二輪の小型自動車 ３,６５０

１.４ ３
１００ １００

新増設分 ５,０００円 新増設分 ６,０００円

資 産 割 ３００円 資 産 割  　 ５００円

０.２５ ０.２５

１００ １００

同　左

同　左 同　左

同　左
従業者割

固 定 資 産 税

都 市 計 画 税

同　左 同　左

１.４

○

150万円以下

　　１千万円以下の法人

１００

０.３
１００

３００

150万円超

１４.５

１００

○

資 本 等 の 金 額

市民税

４０,０００

同　左

　　資本等の金額
同　左

同　左

同　左
と併課

同　　左

電 気 税

１８.１
１００

５
１００

乗　 用

貨物用

軽 自 動 車 税 （ 円 ）

　　税目

年度　　

市 た ば こ 消 費 税

均等割（円）

所　得　割

均等割（円）

法人税割

均等割（円）

所　得　割

県民税

特 別 土 地 保 有 税

入 湯 税 （ 円 ）

事 業 所 税

１５０

従業者割

保有分 取得分

商 品 切 手 発 行 税

同　左

ガ ス 税
２

１００

４
１００

同　左

同　左

同　左

５００

５４

１,７００

　※別表

標準税率 標準税率

５５

２,０００

　※別表

５６～５７

同　左

１４.7 　　資本等の金額
　　１千万円以下の法人

　※別表

標準税率

同　左

同　左 同　左

同　左 同　左

同　　左

同　左

同　左 同　左

同　左
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１．市税税率の変遷（続）

個

人

市

従業者数

資 本 等 の 金 額 ５０人超 年間 ３,６００,０００

５０億円超 ５０人以下 ４８０,０００

法 資 本 等 の 金 額 ５０人超 ２,１００,０００

民 ５０億円以下１０億円超 ５０人以下 ４８０,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 ４８０,０００

１０億円以下１億円超 ５０人以下 １８０,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 １８０,０００

１億円以下１千万円超 ５０人以下 １４４,０００

税 人 資 本 等 の 金 額 ５０人超 当分の間 １２０,０００ （本則　１４４,０００）

１千万円以下 ５０人以下 当分の間 ４０,０００ （本則　　４８,０００）

１３.９

 １００

２ ２

１００ １００
４ ３

１００ １００
４

１００

○原動機付自転車 四輪以上

　　５０cc以下 １,０００ 営業用 ５,５００

　　９０cc以下 １,２００ 自家用 ７,２００

　　９０cc超 １,６００ 営業用 ３,０００

　　ミニカー ２,５００ 自家用 ４,０００

○軽自動車 ○小型特殊自動車

　　二　　  輪 ２，４００ 農耕作業 １,６００

　　三　　  輪 ３，１００ その他　 ４,７００

○二輪の小型自動車 ４,０００

従価割１４.３（本年度においては、たばこの小売定価から 従価割１４.３（Ｓ６３.３.３１まで、

千本につき１,０００円を控除）従量割千本につき６４０円 たばこの小売定価から千本

　※ 平 成 元 年 か ら につき１,０００円を控除）

　　  市  た  ば  こ  税 従量割千本につき３５０円
（Ｓ６２.３.３までは６４０円）

１.４   ３
１００ １００

６,０００円 ０.２５

６００円 １００

２

特 別 土 地 保 有 税

入 湯 税 （ 円 ）

同　左

１５０ 同　左

１００

４
１００

事 業 所 税

商 品 切 手 発 行 税

電 気 税

　　税目

法人税割

均等割（円）

所　得　割

県民税

ガ ス 税

都 市 計 画 税

年度　　

均等割（円）

所　得　割

均等割（円）

６２

同　左

同　左

　※別表

標準税率

６１

同　左

軽 自 動 車 税 （ 円 ） 同　　左

１.４

０.３
同　左

同　　左

１００

１００

乗　 用

資 本 等 の 金 額

５
１００

２,５００

　※別表

標準税率

７００

１４.7

１００

市 た ば こ 消 費 税

税　　率

同　左

保有分 取得分

従業者割
　　新増設分

　　資  産  割

　資本等の金額１千万円以下の法人

固 定 資 産 税

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

○１３０万円以下

○１３０万円超

同　左

同　左

同　左

同　左

６３

同　左

　※別表

同　左

同　左

同　左

標準税率

同　左

○３００万円超

同　　左

と併課
市民税

○１５０万円以下

○１５０万円超 　

同　左

同　左

貨物用
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１．市税税率の変遷（続）

個

人

市

従業者数

資 本 等 の 金 額 ５０人超 年間 ３,６００,０００

５０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

法 資 本 等 の 金 額 ５０人超 ２,１００,０００

民 ５０億円以下１０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 ４８０,０００

１０億円以下１億円超 ５０人以下 １９２,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 １８０,０００

１億円以下１千万円超 ５０人以下 １５６,０００

税 人 当分の間 １２０,０００

（本則　 １４４,０００）

当分の間 ５０,０００

（本則 　　６０,０００）

１３.９

１００

２ ２

１００ １００

４ ３

１００ １００

○原動機付自転車 四輪以上

　　５０cc以下 １,０００ 営業用 ５,５００

　　９０cc以下 １,２００ 自家用 ７,２００

　　９０cc超 １,６００ 営業用 ３,０００

　　ミニカー ２,５００ 自家用 ４,０００

○軽自動車 　　　　○小型特殊自動車

　　二　　  輪 ２,４００ 農耕作業 １,６００

　　三　　  輪 ３,１００ その他　 ４,７００

　　　　○二輪の小型自動車 ４,０００

１.４   ３
１００ １００

０.２５
 １００

同　左

同　左

同　左

同　左

 適用

 〃　１,１５５円

※平成９年４

 月１日以後の

 売渡し分から

 〃　２,４３４円

９～１０

同　左

同　左

同　左

　※別表

標準税率

同　左

５０人超

５０人以下

資 本 等 の 金 額

１千万円以下

従業者割

　資本等の金額１千万円以下の法人

１００

乗　 用

貨物用

１.４

１４.7

１００

同　左 同　左

取得分

○７００万円以下

○７００万円超

同　　左同　　左 同　　左

 〃　２,６６８円

○７００万円超　 

７

資 本 等 の 金 額

２,５００

　※別表

標準税率

税　　率

７００

８

固 定 資 産 税

都 市 計 画 税
０.３
１００

市民税
○７００万円以下

と併課

軽　自　動　車　税　（円）

　　税目

年度　　

均等割（円）

所　得　割

均等割（円）

法人税割

均等割（円）

所　得　割

県民税

特 別 土 地 保 有 税

入 湯 税 （ 円 ）

事 業 所 税

同　左

　　資  産  割 　　　 ６００円

１５０

市 た ば こ 税

　紙巻たばこ　　　　　　　　　　　 　　　１,０００本につき 　１,９９７円

　旧３級品の紙巻たばこ　　　　　　　　１,０００本につき　　 ９４８円

保有分

３,０００

　※別表

標準税率

同　左

同　左

１,０００

　　新増設分　　　６,０００円

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

１１～１４

同　左

　※別表

標準税率

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

 ら適用

同　左

同　左

 〃　１,２６６円

※平成１１年

 ５月１日以後

 の売渡し分か
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１．市税税率の変遷（続）

個

人

市

従業者数

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 年間 ３,６００,０００

５０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

法 資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 ２,１００,０００

民 ５０億円以下１０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 ４８０,０００

１０億円以下１億円超 ５０人以下 １９２,０００

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 １８０,０００

１億円以下１千万円超 ５０人以下 １５６,０００

税 人 当分の間 １２０,０００

（本則　 １４４,０００）

当分の間 ５０,０００

（本則 　　６０,０００）

　

１１．３

１００

※平成２６年１０月１日以後に開始する事業年度から適用

○原動機付自転車 ○小型特殊自動車 ○原動機付自転車 ○小型特殊自動車

　　５０cc以下 １,０００ 農耕作業 １,６００ 　５０cc以下２,０００ 農耕作業 ２,４００
　　９０cc以下 １,２００ その他　 ４,７００ 　９０cc以下2,０００ その他　 ５,９００
　　９０cc超 １,６００ 　９０cc超 ２,４００ ○二輪の小型自動車
　　ミニカー ２,５００ ○二輪の小型自動車 　ミニカー ３,７００ ６,０００
○軽自動車（二輪） ２,４００ ４,０００ ○軽自動車(二輪)　 ３,６００
○軽自動車(三輪以上)　 ○軽自動車(三輪以上)　

※新税率は，平成２７年４月以降に新車新規登録を受けた車両に適用

※旧税率は，平成２７年３月以前に新車新規登録を受けた車両に適用

　紙巻たばこ 　紙巻たばこ １,０００本につき 　５，２６２円

１,０００本につき 　５，２６２円

　旧３級品の紙巻たばこ 　旧３級品の紙巻たばこ １,０００本につき　 ２，９２５円

１,０００本につき　 ２，４９５円 ※平成２８年４月１日以後の売渡し分から適用

０.２５
 １００

都 市 計 画 税

資  産  割 　 ６００円 従業者割

市たばこ税

軽　自　動　車　税　（円）

事 業 所 税

入 湯 税 （ 円 ）

特 別 土 地 保 有 税

１５０

０.３
１００

固 定 資 産 税
１.４
１００

１千万円以下 ５０人以下

法人税割

市民税
所　得　割

と併課

県民税 均等割（円）

同　左

均等割（円）

資 本 金 等 の 金 額 税　　率

同　左

資本金等の金額１千万円以下の法人 同　左

同　左

同　左均等割（円） ３,５００

所　得　割
６

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超

（日帰り客は５０円）

課税停止

同　左

同　左

同　左

年度　　
2７

　　税目

１００

同　左

２，０００

４

１００

１２．１

１００

同　左

同　左

軽減 軽減 軽減

営業用

自家用

営業用

自家用

平成27年度

税率表に

同じ

区　　　分 新旧税率
軽課

重課

三　　輪

四輪
以上

乗用

貨物用

３,９００ ３,１００
営業用 ６，９００ ５,５００
自家用 １０，８００ ７,２００
営業用 ３，８００ ３,０００
自家用 ５，０００ ４,０００

新税率 旧税率区　　　分

三　　輪

四輪
以上

乗用

貨物用
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１．市税税率の変遷（続）

個

人

市

従業者数

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 年間 ３,６００,０００

５０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

法 資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 ２,１００,０００

民 ５０億円以下１０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 ４８０,０００

１０億円以下１億円超 ５０人以下 １９２,０００

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 １８０,０００

１億円以下１千万円超 ５０人以下 １５６,０００

税 人 当分の間 １２０,０００

（本則　 １４４,０００）

当分の間 ５０,０００

（本則 　　６０,０００）

　

７．６

１００

※令和元年１０月１日以後に開始する事業年度から適用

○原動機付自転車 ○小型特殊自動車

　　５０cc以下 ２,０００ 農耕作業 ２,４００
　　９０cc以下 ２,０００ その他　 ５,９００
　　９０cc超 ２,４００
　　ミニカー ３,７００ ○二輪の小型自動車
○軽自動車（二輪） ３,６００ ６,０００
○軽自動車(三輪以上)　

　燃費基準値の達成度に応じて決定

営業用 　非課税，0.5％，1％，2％

自家用 　非課税，1％，2％，3％　※当分の間，2％を上限

※令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した

　 自家用乗用車については，税率を1％分軽減

　紙巻たばこ １,０００本につき 　５，６９２円

　旧３級品の紙巻たばこ １,０００本につき　 ５，６９２円

※令和元年１０月１日以後の売渡し分から適用

　加熱式たばこ

重量換算×0.6，（重量換算+価格換算）×0.4

※令和元年１０月１日以後の売渡し分から適用

０.２５
 １００

都 市 計 画 税
０.３
１００

軽
　
自
　
動
　
車
　
税

軽自動車税

環境性能割

特 別 土 地 保 有 税 課税停止

事 業 所 税 資  産  割 　 ６００円 従業者割

市たばこ税

入 湯 税 （ 円 ）
１５０

（日帰り客は５０円）

市民税
所　得　割

２
と併課 １００

固 定 資 産 税
１.４
１００

法人税割
８．４

資本金等の金額１千万円以下の法人

１００

県民税 均等割（円） ２，０００

均等割（円）

資 本 金 等 の 金 額 税　　率

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超

１千万円以下 ５０人以下

年度　　
元

　　税目

均等割（円） ３,５００

所　得　割
８

１００

軽減 軽減 軽減

営業用
自家用
営業用
自家用

平成27年
度税率表

に
同じ

区　　　分 新旧税率
軽課

重課

三　　輪

四輪
以上

乗用

貨物用




